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❷ 

歳末事業のご案内 
歳末たすけあい募金に 

ご協力ください 

＜対象＞

①地域サロン事業 

②障がい者団体や親の会などの当事者団体による活動等への 

支援事業 

③児童・生徒による地域貢献事業 

④『福祉の集い』や『チャリティイベント』等の開催事業 

⑤その他（地域福祉への貢献事業） 

＜助成金額＞ 

 一団体 50,000円以内 

＜申請方法（提出書類）＞ 

   歳末たすけあい配分金福祉活動助成事業申請書及び、事業計画書、収支予算書が必要となります

ので、12月 5日（金）までに茂木町社会福祉協議会へご連絡ください。 

  ※ HPにて申し込み用紙のダウンロードができます。ご活用ください。 

 

◇ 歳末たすけあい募金について 
茂木町に住む支援を必要とする世帯が、少し

でもあたたかい年末年始を迎えられるように、

今年も歳末たすけあい募金を実施します。 

いただいた募金は歳末たすけあい募金の使い

みちに沿って活用していきます。 

12 月１日（月）から 12 月 31 日（水） 

までの期間で実施します。 

◇ 令和７年度歳末たすけあい募金目標額 

今年度の目標額は、2,000,000 円 
を計画しています。  

＜内訳＞戸別募金 1,090,800円（300円×

3,636戸）、その他 23,324円（個人、

学校）、剰余金 885,876円 

※ 剰余金は昨年度の募金から算出されます。 

▲地域での多世代交流でも使うことがで

きます 

◇ 歳末たすけあい募金の使いみち 
歳末たすけあい募金は以下のような事業活

動に役立てていきます。 

歳末見舞金 

生活に困っている世帯へ年末年始の準備

の一助となるよう見舞金を配付します。 

対象者：調査活動を行ったうえで、歳末

見舞金事業の趣旨に沿った方 

歳末団体助成金 

一団体 50,000 円を上限に助成金を配付

します。 

歳末見守り支援事業 

80歳以上ひとり暮らしと高齢者世帯を対

象に見守りを行います。 

福祉ふれあい事業 

フードバンク、クリスマスチャリティイ

ベント、布団乾燥サービス、社協のふくし

床屋さんを行います。 

歳末たすけあい事業事務費 

歳末たすけあい事業の各種事務費として

使われます。 
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クッキーやシフォンケーキなどの焼き菓子の販売を

しています。 

事前にお電話をいただければご予算に応じたギフト

販売も行っております。 

(出張販売実績：モビリティリゾートもてぎ/茂木高校/

益子芳星高校/真岡女子高校) 

焼き菓子販売中！ 
 

募集しています！！ 

 

                              

                               

                               

                               

ともだち作業所では以下のものを募集しています。 

・アルミ缶 

・障がい者ができるお仕事（簡易作業） 

・出店販売の機会 

利用のことや募集に関することは、ともだち作

業所へ直接お問い合わせください。 

茂木町にある多機能型（就労継続支援 B型・生活介護）事業所 

 

ともだち作業所 

生活介護では、毎日の活動だけでなく、民話

を聞く会やダンス教室、ミュージカルの鑑賞や

モビリティリゾートもてぎでのレース観戦とい

ったレクリエーションなども多く取り入れ、楽

しい時間を提供しています。 

就労継続支援 B 型では、町内企業からご協力

いただき、下請け作業やアルミ缶プレス、県立

高校への焼き菓子の出張販売を行っています。 

また、町からの委託を受け、ふみの森もてぎ

の本の装丁を行っています。 

 

Instagram（インスタグラム）で新商品のご紹介や

館内販売の予定を発信していきます！ 

就労継続支援 B型 

生活介護 
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日 時 １月３１日（土） 
午前１０時～午後０時 30 分頃  

クリスマスケーキの飾り付けや、レクリエーションを行います。飾り付けをしたケーキ

はお持ち帰りできます。 

◇ 日 時 12月 2１日（日） 

午前 10時から正午 

◇ 場 所 元気アップ館 

◇ 参加費 １家庭 1,000円 

      ひとり親家庭福祉会 会員 500円 

◇ 持ち物 エプロン・三角巾・マスク着用 

◇ 申し込み 12月５日（金）まで 

 

                               

                               

                               

                                

みんなではなそう♪ 

おしゃべりカフェ 

 

◇ 場 所 ともだち作業所 なかよし館 

◇ テーマ 障がい児の進路や卒業後の選択肢の講演や情報交流会 

◇ 対象者  茂木町在住の障がい児者がいるご家庭 

◇ 定 員 10家族 

◇ 申し込み １月９日（金）までに茂木町社会福祉協議会へご連絡ください。 

 

 
 

参加 

無料

ひとり親家庭対象 クリスマスケーキをつくろう！ 

みんなの団らんの場 子ども食堂「みんなの台所」 
◇ 場 所 こんこん亭 

（STEP１ビル１階） 

◇ 時 間 午後５時～午後７時 

◇ 料 金 未就学児 無料 

小・中学生 200 円 

高校生以上 500 円 
 

問い合わせ  

090-3542-2475（清水） 

 

 
の献立 

 

鶏のから揚げ、野菜サラダ、

その他 

 
の献立 

 

きのこの混ぜご飯、マカロニ

サラダ、その他 
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◎ 活動内容 

 自宅で不要となった物品、食料品、家

具・家電など、ボランティアとしてやりた

いことや、できる技術、知識、アイデアな

どを事前に登録しておくことで、必要にな

った方への支援や、地域福祉事業活動をす

る際の声掛けをスムーズに進めることがで

きます。 

 ◎ 登録から支援までの流れ 

  社協へ事前に連絡して登録 

↓ 

  必要となった際、登録者へ連絡し日程調整 

↓ 

  物品の受け渡し（支援活動）を実施 

       

      

                  

                               

           

❸ 

歳末たすけあい運動の 

ご案内 

つながり ささえあう みんなの地域づくり  

クリスマスを迎える前に、町中のゴミ拾いをするボランティア活動です。併せて、クリスマス

の仮装をしながら町中を回り、クリスマスを盛り上げていきましょう！ 

＜実施日時＞ 

 12 月20 日（土） 午後３時～午後４時 

＜実施場所＞ 

   町内の各所 

＜参加対象者＞ 

  町内外問わず、環境美化ボランティア活動を希望する人 

  クリスマスの雰囲気に合った衣装を持参できる人 

  ※ 小学生以下は保護者同伴でお願いします 

＜実施内容＞ 

  ・ ゴミ拾い活動 町内にあるゴミの回収、アルミ缶回収の声掛け 

  ・クリスマスの仮装 サンタクロース衣装、トナカイ衣装などクリスマスに関連する衣装を着用 

＜参加申し込み＞ 

 12 月 5 日（金）までに茂木町社会福祉協議会へご連絡ください。 

 

歳末フードバンク事業のご案内 

 

善意の登録にご協力ください 

 ◎ 配付日時 

12 月13 日（土）   午前 10時～正午 

◎ 配付場所 

元気アップ館 運動訓練室 

◎ 対象世帯 

生活が大変だと感じており、寄付米や寄付物品

の受け取りを希望する世帯 

※ 就労等の理由で当日来所することができない世

帯は事前にご連絡ください。 

◎ 配付方法・配付物品 

1 週間分の食料品と生活用品を 1 セットにして

お渡しします。寄付物品の量に応じて配付物は変

わりますのでご了承ください。 
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❹ 

令和８年度 学童保育利用希望者受付について 

◎ 対 象 茂木町の小学校に通う児童で、保護者が就労や疾病、産休育休などの事情により、昼間

家庭での保育が困難な児童 

◎ 場 所 各小学校学童保育室 

（茂木小・逆川小・中川小） 

◎ 利用期間  

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

◎ 時 間  平日の下校時から午後６時まで  

※ 延長保育 午後６時から６時３０分まで 

◎ 利用料 月額 ６，０００円  

※ 延長保育 １回２００円 

＜申込方法＞ 

電話連絡の上「履歴書」を茂木町社会福祉

協議会に持参してください。 

＜締め切り＞  

１１月２８日（金）１７：００まで 

＜問い合わせ＞ 

茂木町社会福祉協議会 63-4969    

寄付報告 

ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ 

ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾘｿﾞｰﾄもてぎ 様より 

食料品の寄付（９／２９） 

山形県朝日町 様より 

果実の寄付（１０／１） 

JA はがの 

青壮年部茂木支部 様より 

新米の寄付（１０／１６） 

皆様から頂いた物品は、フードバンク事業等での食糧支援や町内福祉施設等へ

配付させていただきます。 

 

＜申込方法＞  

「学童保育利用申込書」・「就労証明書」を

茂木町社会福祉協議会・各小学校学童保育

室・茂木町役場保健福祉課福祉係のいずれ

かに提出してください。 

＜締め切り＞  

１２月５日（金）１７：００まで 

＜問い合わせ＞ 

茂木町社会福祉協議会 63-4969    

保健福祉課福祉係   63-5631 

令和８年度 茂木町社会福祉協議会 職員募集 

看護職員（嘱託職員） 

◎ 仕事内容 ともだち作業所（B 型就労施設）

利用者の健康観察・健康指導等 

◎ 雇用期間   

令和８年４月１日から令和９年３月 31日 

◎ 就業時間 午前８時 15分～午後５時 

◎ 賃金（月額） 220,000円 

福祉活動指導員及び事務職員（嘱託職員） 

◎ 仕事内容 地域の見守り活動や福祉活動事業に

係る事務・経理業務 

◎ 雇用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

◎ 就業時間 午前８時 30分～午後５時 15分 

◎ 賃金（月額） 170,000円 

学童保育指導員（非常勤職員） 

◎ 仕事内容 学童児童への保育指導や学習支援、

室内・外遊び等の安全管理 

◎ 雇用期間  応相談 

◎ 就業時間 放課後（午後 1時頃）～午後６時 

◎ 賃金（時給）  1,068円 

益子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 様より 

新米の寄付（１０／２２） 


